
 

 議決権代理行使指図のガイドラインに関する基本的な考え方 
 
 

 議決権代理行使指図に関する方針 
 
 

アリアンツ・グローバル・インベスターズグループ(以下、｢AllianzGI Group｣といいます。)は、

受託者として議決権代理行使の責務を遂行します。従って、お客様からAllianzGI Groupに議決 

権代理行使に係る指図を一任されている場合は、AllianzGI Groupは、一貫してお客様の最善の

利益を図るためにのみこれを行ない、自己又はお客様以外の第三者の利益を図る目的でこれを行

ないません。AllianzGI Groupの議決権代理行使ガイドライン（以下、「本ガイドライン」とい

います。）は、受託者責任義務を満たすことを目的として制定されています。AllianzGI Group 

が、お客様に代わって議決権代理行使を行なう場合は、自己の利益や取引関係等を理由に議決権

代理行使指図の判断を歪めることはありません。議決権代理行使の対象となる議案につきまして

は、株主の資産及び議決権の強化を見据えて議決権行使を行ないます。 

 

AllianzGI Groupにおける議決権代理行使の方針及び手続きの取決めは、運用部、コンプライアン

ス部及び業務部等のメンバーで構成されるスチュワードシップ政策会議が行います。同政策会議

では、議決権代理行使の方針やレビュー、本ガイドラインの見直しやガイドライン改訂の妥当性

の判断、企業とのエンゲージメントの方針やレビューなど、スチュワードシップに係る広範な議

論を行います。本ガイドラインには、各議案に関するAllianzGI Groupの取組み姿勢の概要を示す

と共に、各議案に対するAllianzGI Groupの議決権代理行使指図に関する概要を記載しています。

しかしながら、本ガイドラインは、起こり得る全ての議決権に関する議案を網羅するものではな

いため、本ガイドラインに厳密に沿った議決権代理行使とならない場合もあります。起こり得る

議決権に関する議案が、議決権代理行使に関してお客様とAllianzGI Groupの間に重大な利益相反

が生じる場合は、AllianzGI Groupは、スチュワードシップ政策会議を招集し、当該議案に関して

協議を行ないます。スチュワードシップ政策会議は、議案の審査にあたり、AllianzGI Groupの運

用部、当該株式のリサーチを担当するアナリスト、議案を提示した会社の経営陣、株主グルー

プ、外部の独立した議決権代理行使サービス機関等から提供される様々な情報を検討する場合が

あります。 

 

 

 議決権等行使指図に関する手続き 
 
 

全ての議決権代理行使は、運用部（ポートフォリオ・マネジャーおよびアナリスト）が、グロー

バルのESG専属チームと協議の上行ないます。運用部は、お客様から頂戴している議決権代理行使

に関する委任状、第三者機関であるInstitutional Shareholder Services Inc.（以下、「ISS 

社」といいます。）による議決権代理行使に関する調査及びその他の関連資料について精査を行

なった上で、本ガイドラインに従い議決権代理行使の判断を行ないます。本ガイドラインに明確

な指針が記載されていない議案の場合は、運用部が自らの裁量により、グローバルのESG専属チー

ム、場合によってはスチュワードシップ政策会議とも協議を行ない、判断します。 



AllianzGI Groupは、ISS社の議決権代理行使に関するサービスを利用し、その協力を得ながら、

議決権代理行使を行ないます。ISS社は、開催される全ての株主総会についてAllianzGI Groupに

通知し、各議案に関する分析や議決権行使の提案及びお客様から頂戴している全議決権代理行使に

係る委任状の確認を行ない、また、受領していない議決権代理行使指図書がある場合は、証券保管

銀行に連絡を取ります。AllianzGI Groupにより行なわれる議決権代理行使の指図は、ISS社から

適切な議案作成者に提出されます。ISS社は、月次保有残高照合に係る報告書及び四半期毎もしく

は年次に議決権代理行使概要に係る報告書を作成します。AllianzGI Groupは、議決権代理行使に

ついて使用した資料を最低1年間社内で保管します。 

 

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社(以下、｢当社｣といいます。)は、一

般社団法人日本投資顧問業協会が定める｢投資一任契約に係る議決権等行使指図の適正な行使につ

いて｣に基づいて、問題となる議案があった場合は、その議案が問題となる理由及び意思決定の理

由を記録し、当該株主総会通知書及び議決権等行使指図書の写しを指図を行なった日から5年間保

存します。また、問題となる議案以外については、指図書の写しを指図を行なった日から5年間保

存します。加えて、お客様から当社に請求があった場合は、議決権等行使指図の内容について報告

します。 

 
 

 利益相反の回避 
 
 

お客様から一任された議決権代理行使が、AllianzGI Groupに利益相反を及ぼし得る場合もありま

す。例えば、AllianzGI Groupが年金の運用を行なっている企業の経営陣が、AllianzGI Groupに

議決権代理行使を一任している場合があります。また、AllianzGI Groupは、通常又は特定の状況

において、株主議決権の適切な行使方針に関する見解が相反する複数のお客様から議決権代理行使

について一任を受けている場合もあります。その結果、AllianzGI Groupによる議決権代理行使に

関する判断が、お客様毎に異なったものとなる場合がありますが、いかなる場合においても、議決

権代理行使は、当該株主権の影響を受けるお客様の最善の利益を図るためにのみ行ない、お客様以

外の第三者の利益を図る目的で指図を行ないません。 

 

AllianzGI Groupのスチュワードシップ政策会議は、受託者として、全ての重大な利益相反につい

て適切に対処し、お客様との間の重大な利益相反をどのように回避するかについて責任を負って

います。 

 

 

 議決権代理行使指図に伴う費用便益分析 
 
 

AllianzGI Groupは、議決権代理行使に関する費用が、お客様が期待される利益を上回るかどうか

を判断するために様々な基準を精査します。また、議決権代理行使がお客様の最善の利益に適うか

どうかを判断するために費用便益分析を行なう場合もあります。従って、AllianzGI Groupは、当

該費用便益分析の結果を考慮した上で、お客様の議決権代理行使を見合わせる場合があります。 

 

加えてAllianzGI Groupは、次のような特定の状況において、議決権代理行使を見合わせる場合が

あります。ただし、必ずしも次の場合のみに限定されるものではありません。 

 

（1）議決権代理行使に関する株主総会議案が外国語で記載されている場合 



（2) 株主総会の通知がAllianzGI Groupに対して適時になされなかった場合 

（3) お客様本人による議決権行使が要求されている場合 

（4) 外国人による議決権代理行使に制限がある場合 

（5) 議決権代理行使を行なうにあたり、現地代理人に対して議決権代理行使に関する委任状が要

求される場合 

 

 

これらの議決権代理行使については、最大限の努力をもって対応を行ないます。 

 

特定の国々では、議決権代理行使を行なうにあたり、「株式凍結（share blocking）」が必要とな

る場合があります。こうした国々において議決権代理行使を行なう場合、株主は、当該株主総会日

の直前までに自己の保有する株式を指定保管人に預託しなければなりません。また、当該株式の売

買は、当該株主総会が開催されるまで制限され、預託した当該株式の返還は、当該株主の証券保管

銀行あてに行なわれることになります。AllianzGI Groupでは、やむを得ない理由がない限り、お

客様にとっては、議決権代理行使による利益よりも株式が売買不能となる影響の方が重大であると

考えます。従って、株式凍結が必要となる場合は、AllianzGI Groupは、原則として議決権代理行

使を行ないません。 

 

AllianzGI Groupは、セキュリティ・レンディングの取決めに基づき貸出中となっている有価証券

については、議決権代理行使を行なうことができません。しかしながら、まれに投資に重大な影響

を与える可能性のある議案である場合や、お客様が株主総会の議決に重大な影響を与えるだけの株

数を保有している場合は、AllianzGI Groupが、その議決権代理行使の利益が当該有価証券回収に

伴う事務的負担を上回ると判断した場合は、お客様に貸出中となっている有価証券を回収すること

をご依頼する場合があります。 

 

 

(改廃）本規程の改廃は、経営会議の決議による。 

 

改正：令和 元年 12 月 12 日改正：平成 30 年 11 月 16 日 

改正： 平成 29 年 3 月 16 日 

改正： 平成 29 年 2 月 22 日 

平成 24 年 10 月 1 日 

平成 22 年 3 月 16 日 

 

以上 


